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鯨類の持続的な利用の確保の在り方に関する検討会（第４回） 

議事要旨

１．日  時：令和５年 11月８日（水）14:00～16:40 

２．場  所：水産庁中央会議室 

３．出 席 者 ：

（１）委 員：内野美恵委員（座長）、佐藤卓委員(座長代理)、樋口信高委員、 

山村和夫委員 

（２）水 産 庁：松尾国際課長、坂本捕鯨室長ほか

（３）実務経験者・学識経験者：

一般財団法人 日本鯨類研究所（以下、「日鯨研」という） 

藤瀬理事長、松岡理事、大曲次長 

石巻市 中村産業部次長、千葉水産課主任主事、阿部水産課主事 

下関市 手塚くじら産業推進室長 

４．議  題： 

（１）文化・食習慣の広報、学校給食について

（２）国際協力について

（３）適正流通について

（４）財政支援、その他について

５．概  要： 

（１）議題「文化・食習慣の広報、学校給食について」に関し、水産庁から資料２、

日鯨研から資料３、石巻市から資料４、下関市から資料５に基づき説明し、そ

の後、発表者との質疑応答と、委員同士の意見交換を行った。委員から主に以

下のとおり発言があった。

①質疑応答

＜資料２、３に係る質疑応答＞

・日鯨研の公益需要助成事業実施状況の中で、医療用枠での補助は、令和３年、

４年ともに実績がないとのことだが、これについて詳細を教えてほしい。（日

鯨研より、鯨肉はアレルギーが起きにくい食材であることから、一時期利用の

申請があったが、現在は要望がない旨回答。）

・様々な事業の中でアンケートが実施されているが、これらの母集団はある程度

くじらへの興味を持っている方が多いと予測される。この他に、より偏りのな

い母集団を対象に行った調査結果のようなものがあれば教えてほしい。（水産

庁より、下関市での国際捕鯨委員会開催にあたり実施された国による世論調査

を説明。）

※ 会議終了後、以下の「捕鯨問題に関する世論調査（平成 13年 12月）」の結

果に関するウェブサイトを水産庁から検討会参加者に提供

https://survey.gov-online.go.jp/h13/h13-hogei/index.html）

・学生に聞くとやはり学校給食で食べた経験がある生徒が多く、学校給食への鯨

肉提供は相当な効果があると実感している。また、消化機能が落ちて畜産品の

摂取が難しい高齢者でも、鯨肉なら食べられるといった話も耳にする。病院の

給食で鯨肉を提供するような取組については検討しているのか。（日鯨研よ

https://survey.gov-online.go.jp/h13/h13-hogei/index.html
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り、給食事業の中で高齢者施設に提供している事例もあるが、単発的なイベン

トとしては非常に効果的なものの、鯨肉購入に係る費用の面で継続的に提供で

きている事例はない旨説明。）

・高齢者層の需要は高いとのこと、医療用枠の利用実績も伸びしろがあるように

思う。

＜資料４に係る質疑応答＞ 

・鯨肉は栄養価が高いといったメリットは多いが、食べ物である以上美味しくな

ければ食材として食べ続けてもらうことは難しい。給食で提供できる量にも限

界があるので、家庭の食卓にあがるような状況を作っていかなければ、文化と

して定着していかないだろう。

・石巻市のイオンモールでは鯨肉を日常的に取り扱っているのか。イオンモール

以外にも、地域の中で石巻市の住民が気軽に購入できるような場所があれば教

えてほしい。（石巻市より、石巻市とイオンモール石巻で連携協定を結んでお

り、「石巻水産フェス」という企画でイオンモール内の専門店街のブースを借

り、鯨肉を販売した旨説明。市民が気軽に鯨肉を購入できる場所として、市内

の牡鹿地域にある鮎川捕鯨㈱の販売店舗のほか、元気いちばでは鯨肉や鯨の缶

詰等を取り扱っている旨回答。）

＜資料５に係る質疑応答＞ 

・特に大手量販店は鯨肉の取扱いに対して否定的である一方、下関は住民の鯨食

への理解が深いマーケットであるように思うが、販路体制の構築における具体

的な対策や成功事例があれば教えてほしい。（下関市より、来年度以降、市と

量販店が包括連携協定を締結し、その取組の一環として鯨肉の販売を実現すべ

く現在協議中である旨回答。）

・飲食店に対する販路体制の構築は具体的にどのような対策が行えるのか教えて

ほしい。（下関市より、イワシクジラの生肉が上場された際、くじら生肉フェ

アとして鯨の生肉を飲食店に優先的に提供した旨回答。飲食店の方も鯨肉を出

せば市民が食べてくれるという感覚を持っており、今回は 35店舗に生肉を提供

した。また、市内にある鯨肉加工業者５社、鯨専門の小売店と市内の飲食店を

市が取り持ち販路拡大を模索している旨回答。具体的には、運送会社 1社と契

約し、委託事業として販路拡大を図っている旨説明。）

・下関での水揚量は実際に水揚げされるすべての鯨肉のうち、どの程度であるの

か。（下関市より、共同船舶株式会社から提供されたデータによれば、令和４

年の操業で陸揚げされた 1,650トンの鯨肉のうち、953トンが下関市で陸揚げ

された旨回答。主に大阪から九州までの西日本エリアで、下関で陸揚げした鯨

肉が流通している旨説明。）

・捕鯨業は長い空白期間があったが、鯨にまつわる文化を色濃く残した各地の地

方自治体が独自の文化・習慣を大切にして、将来に伝えていくために様々な取

組を行っている。外国の方に日本が捕鯨にこだわる理由を理解してもらう絶好

のチャンスなのではないか。是非継続して、今後も鯨に関する文化を発信し続

けてもらいたい。

・下関市で「くじら祭り」のような催しが行われている点は、給食以外で一般市

民が鯨肉を食べる機会として意義深い。お祭りを機に捕鯨に対する興味や理解
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が深まるといったことも考えられるため、こうした文化の発信は是非とも力を

入れて取り組んでほしい。 

②意見交換（実務経験者・学識経験者退出後、委員同士で議論）

＜学校給食について＞

・生産量・流通量が限定されている現状では、鯨肉を食材として認識してもらう

手段として学校給食に優先して供給するのが有効だろう。問題なのは、鯨肉を

食べたことのない栄養士が増えていること。献立を考える栄養士に鯨肉を有用

な食材として認識してもらうための手段を、考えていかなくてはならない。

・地道な活動であり時間はかかるかもしれないが、食習慣・文化を発信するよう

なイベントを企画し続けていく必要がある。

・実際の売上として赤肉は比較的順調に売れていると聞く一方、ベーコンや皮と

いった白手物については食べたことのない人が多く、認知度も低い。そういっ

た部位についても是非給食のメニューに加えていただきたい。ただ、白手物は

赤肉と比較し価格が高く、その点が大きなネックになると思う。現在は３分の

２補助という形になっているが、学校給食として使える予算（学校給食費）は

限られているだろうから、白手物も学校給食として提供できるよう、価格帯に

合わせた補助体制を考えてほしい。

＜鯨にまつわる文化、食習慣について＞ 

・鯨になじみのある地域は全国各地に存在しており、鯨をモチーフにしたてぬぐ

いや有田焼、染め物、長崎県の三川内焼といった、鯨に関する工芸品が制作さ

れている。日本人の生活文化の中に鯨が入り込んでいるということ。それをい

ざ食文化の中で実現しようとなると、手に入らないという問題が出てくる。都

内のスーパーでも最近は少しずつ見かけるようになってきたが、鯨食を普及し

ようとなったとき、料理してくれる飲食店だけではなくやはり家庭で食べても

らうための流通体制を確立していかなければならない。まずは下関や鮎川とい

った、水揚げされている地域で日常的に食べる文化をもう一度醸成していき、

それを全国に伝えていくというような方法が現実的だろう。捕鯨や鯨食に理解

のある地域で家庭内での消費を定着させていくことが、普及の第一歩であると

思う。

・北前船について話があったが、北前船フォーラムで、捕鯨について発信するこ

とができれば、鯨にまつわる文化への理解も深まるのではないか。捕鯨が盛ん

に行われていた時代の文化が廃れてしまう前に、後世に伝えていってほしい。

・海外でも鯨が食べられていることを周知し、逆輸入する形で奨励していけば、

鯨になじみのない若い世代にも響くのではないか。

（２）議題「国際協力について」に関し、水産庁から資料６、日鯨研から資料７に

基づき説明し、その後、発表者との質疑応答と、委員同士の意見交換を行っ

た。委員から主に以下のとおり発言があった。

①質疑応答

・日本は IWCを脱退したわけだが、国際協力の方向性について動きがあれば教え

てほしい。（水産庁より、現在の IWCは、IWCの脱退と商業捕鯨の再開を決定



4 
 

した官房長官談話に記載されている状況と変わらない。まずは捕鯨について理

解のある NAMMCO加盟国・地域などとの連携を強化していく旨説明。） 

・現状の捕獲枠が今後縮小される可能性はあるのか。また、現在の捕獲枠を維持

することについては、捕鯨をめぐる国際情勢の中で可能であるという認識でい

いか。（水産庁より、捕獲枠について、現状のプロセスでは IWCに捕獲枠を認

めてもらうといった過程は踏んでいないものの、資源量に悪影響を及ぼさな

い、IWCで承認された算出方式を採用している。日本人科学者が算出した枠に

対し、外国人科学者によるレビューを受けた後、最終的な捕獲枠を設定してい

る。現在採用している捕獲枠の算出方式の特性上、資源の不確実性が多ければ

多いほど捕獲枠は小さくなる仕組みになっているので、水産庁としては不確実

性を減らしていくため調査を充実させて捕獲枠を増やしていきたいと考えてい

る。また、令和６年を目処に新たな鯨種の捕獲枠を設定すべく、現在検討を進

めているところ。いずれにせよ資源に悪影響を与えない範囲内で科学的に妥当

な捕獲枠を設定していく旨回答。） 

  

②意見交換（実務経験者・学識経験者退出後、委員同士で議論） 

＜国際協力、調査結果の発表について＞ 

・非致死的な鯨類資源調査を積極的に行い、データを海外に公表していくこと

は、資源保護優先のイメージを高めるうえで有効であると思う。特に国際共同

調査という形であれば、反捕鯨国も理解を示し、調査船の寄港を許可してくれ

るのではないか。海外諸国は鯨に関する科学的データを入手しづらい現状があ

ると認識しているため、効果的な手段となり得るのでは。 

・長い目で見たときに、日本がこれまで行ってきたデータの蓄積は重要なものに

なる。国際社会の中に鯨類調査は海の SDGsにも意味があるという理解を広めて

いくため、広報活動にも注力してほしい。 

・日本は鯨を捕るために調査しているという反捕鯨国の認識を変えていく必要が

ある。また、国際協力はもちろんだが、日本国内にも調査結果や成果を示すべ

き。英語の論文を日本人向けに公表するなど様々な工夫ができるように思う。

特に捕鯨になじみ深い地域にはこれまでの成果を積極的にアピールし、捕鯨文

化に自信をもってもらうことも必要なのではないか。 

 

（３）議題「適正流通について」に関し、水産庁から資料８に基づき説明し、その

後、発表者との質疑応答と、委員同士の意見交換を行った。委員から主に以下

のとおり発言があった。 

・海外の反捕鯨団体の圧力により、多くの量販店・通販会社が国内での鯨肉の取

扱いを中断して久しい。捕鯨会社の自立化の妨げになっているほか、捕鯨文化

維持の支障にもなっていることから、政府として適切な対応が必要と考える。 

 

（４）議題「財政支援・その他について」に関し、水産庁から資料９に基づき説明

し、その後、発表者との質疑応答と、委員同士の意見交換を行った。委員から

主に以下のとおり発言があった。 

＜財政支援について＞ 

＜販路体制の確立、支援について＞ 

・30年以上にわたる調査捕鯨時代は疑似商業捕鯨との批判を恐れて、広報や販売
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活動を最低限に抑えていたことに加え、加工・販売を行う業者も激減したこと

から、鯨肉の流通販売が軌道に乗るまでは相当な時間を要すると考えている。

また、捕獲調査の用船料のみで経営を続けてきた捕鯨会社は資金の蓄えが乏し

く、運転資金の確保に事欠くのが実情。こういった現状に配慮した財政支援は

今後暫く必要だろう。 

・財政支援なしでは捕鯨業者の経営は成り立たない現状。学校給食の話もあった

が、現状の捕獲枠では単価を高くしないと儲からない。高級料亭で使用される

価格帯の単価の高い市場も拡大しつつ、家庭でも食べてもらえるような価格の

市場も開拓していかなければならない。そのバランスをうまく作っていくこと

によって販売単価の平均があがっていくと考える。その努力をせずに普及だけ

を考えていても、永遠に採算は取れないと思う。流通も含めて高く売れる仕組

みをもう一度検討していただきたい。

・来年からの新たな鯨種の捕獲枠は現在作業中とのことだが、やはり捕獲枠を増

やし、それを売る販路が確立されない限り捕鯨業の自立は厳しいだろう。捕獲

枠を増やすためには調査を拡充する必要があるのではないか。供給量が増えて

価格が下がることにもつながると思うので、調査に力を入れてほしい。調査に

よる捕獲枠の増加と、販売面が軌道に乗り捕鯨業が自立するまではまだまだ時

間を要すると考えているところ、財政的支援が引き続き必要。

・食べ物である以上やはり美味しくないと食べてもらえない。鯨になじみがある

地域では鯨は美味しいものと認識されている反面、局地的な消費になってしま

っている。幅広い消費者に情報が届くよう、情報発信の仕方を工夫する必要が

ある。

・財政支援の予算を見たところ、販売を支援する予算があまりついてない印象。

鯨を販売する中で、鯨を売っていいのか、食べていいのかという声はいまだに

上がってくる。環境保護団体等からのクレームで売り場をつぶされている現状

があるので、水産庁のような信頼のある機関を、クレーム処理窓口として顧客

に提示できるような仕組みがあると売り込みやすい。

以上 


